障害福祉サービス事業の指定申請等の建物に関する手続きの流れ
【障がい福祉課】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建物の説明
必要書類：案内図、計画平面図、検査済証など









既存の建物を使用する場合
事前相談願 受領（記入後、写しを取り保管）
建築指導課へ相談
（２００㎡超）　　　　　　（２００㎡以下）　

　・建築指導課へ相談
新築の場合
建築士へ相談










【建築指導課 又は民間検査機関】　　　　　　　　　　　　　　【建築指導課】
　


確認申請


確認申請（用途変更）が必要な場合
＜建築士による手続き＞


確認申請
　↓
工事
　↓
完了検査申請
　↓
検査済証　受領
確認申請（新築）
＜建築士による手続き＞

事前相談願を提出
　↓
建築指導課からの回答　受付
　↓
上記内容を申請者が
事前相談願（写）に記入
確認申請（用途変更）
の要否の判断
＜事業者等による手続き＞









　　　　　　　　　　　　　　　

【建築指導課】確認申請必要
工事完了届　提出

確認申請不要





[bookmark: _GoBack]【障がい福祉課】事前相談願（写）
（確認申請不要の協議を建築指導課と行ったもの）  
＋
検査済証等 (事前相談願
「添付書類」のとおり)　提出
検査済証（写）　提出
事前相談願（写）
（工事が完了したことの報告を記載したもの）　提出
問い合わせ先：
事業所指定等に関すること：障がい福祉課℡ 0282-21-2205
建築基準法等に関すること：建築指導課：℡ 0282-21-2442

